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概要 

この報告書は、文部科学省科学技術人材育成費補助事業「ダイバーシティ研究費実現イニシ

アティブ（調査分析）」の一環として行われた調査の結果をまとめたものである。 

本調査は、海外の大学と日本の大学（国立大学・私立大学）の女性研究者支援の取り組み状

況を明らかにすることを目的とし、2022 年に実施された。欧州を中心とした理工系トップ大学

の国際コンソーシアムである T.I.ME.Association 加盟機関（ランダムに抽出した 25 機関）に対

し、インターネットを通じてアンケート調査を行い、計 16 校から回答を得た。質問紙は、各大

学のダイバーシティ支援の現状に関するものから構成されている。分析では、本調査から得ら

れた回答と、全国ダイバーシティネットワークが 2019 年（2 月～6 月）に実施した「全国大学・

研究機関における男女共同参画・ダイバーシティの推進状況に関するアンケート調査」にて公

表している数値を用いた。 
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1. 調査方法 

1.1  方法と対象 

調査は、欧州を中心とした理工系トップ大学の国際コンソーシアムである T.I.ME.Association 加

盟機関（ランダムに抽出した 25 機関）の大学を対象に、2022 年 1 月～3 月にかけてインターネッ

トを通じて行われた。合計回答数は 16 校であった。 

 

1.2  質問紙 

本調査での質問項目は、表 1 および表 2 の通りである。質問内容は、女性研究者を支援する組

織に関する質問（Q1）、男女共同参画推進に関する質問（Q2）、女性研究者・教授の増加のために

行った対策に関する質問(Q3)、教員・研究員の採用時の女性に対する積極的改善措置（ポジティ

ブ・アクション）に関する質問（Q4）、教員・研究員の昇進時の女性に対する積極的改善措置（ポ

ジティブ・アクション）に関する質問（Q5）、具体的なライフサポート、両立支援のための取り組

み・制度に関する質問（Q6）で構成されている。なお、多言語質問紙の作成に際しては、各言語

を母語とする専門家によるチェックを行った。 
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表 1  質問文（日本語） 
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表 2  質問文（英語） 
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2. 回答の分析 

分析の対象となる質問項目（図 1）について、海外の大学（T.I.ME.Members）と日本の国立大学

（Japanese University（Overall））、日本の私立大学（Japanese University（Private））ごとに各回答の

割合を算出し比較を行った。 
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図 1 質問項目一覧 
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2.1 女性研究者・教授を支援する組織が大学内（法人含む）にあるか 

女性研究者・教授を支援する組織が大学内に存在する割合は、海外の大学は約 75%と最も高い

ことがわかった。また、日本の国立大学は約 50%を占めているものの、日本の私立大学は約 25%

であることがわかった（図 2）。このことから、海外の大学に比べて日本の大学の方が女性研究者・

教授を支援する組織が少ない傾向にあり、日本国内における国立大学と私立大学の間においても

差があることがわかった。 

 

2.2 男女共同参画の推進 

 男女共同参画の推進に対する意識と具体的な取り組みについて、海外の大学と日本の大学の違

いを比較するために、それぞれの項目について集計を行った。その結果を以下に示す。 

2.2.1 貴大学・貴法人は，男女共同参画の推進を重要な方針として位置づけているか 

男女共同参画の推進に対する意識について，海外の大学は、ほとんどの大学が重要な方針であ

ると位置づけていることがわかった（約 94%）。また、日本の国立大学は約 67%、日本の私立大学

は約 55%が重要な方針と位置付けていると回答した（図 3）。このことから、海外の大学に比べて

日本の大学の方が男女共同参画の推進を重要な方針として位置付けている大学が少ない傾向にあ

り、重要と認識されていない大学が少なくないことがわかった。また、日本の国立大学、私立大

学間では大きな違いはみられないものの半数の大学が重要な方針であると位置づけていることが

わかった。 
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図 2 女性研究者・教授を支援する組織が大学内（法人含む）にあるか 

 

 

図 3 男女共同参画の推進を重要な方針として位置付けているか 
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2.2.2 男女共同参画推進に関する具体的な取り組み 

男女共同参画推進に関する具体的な取り組みを実施しているかについて、8 項目ごとに集計を

行った。その結果、「男女共同参画の推進を大学・法人の方針として HP へ公表しているか」、「男

女共同参画推進を掲げたシンポジウムやセミナー等の開催をしているか」、「他大学・他法人や地

域企業・団体等と連携した男女共同参画推進の取り組みを行っているか」の 3 項目でおおむね同

様の傾向がみられた（図 4、図 5、図 6）。具体的には、海外の大学ではほとんどの大学が上記の取

り組みを行っており（約 90%～100%）、日本の大学と大きな違いがあることがわかった。また、

日本の大学においては、国立大学はこれらの取り組みを半数近くもしくはそれ以上の大学が行っ

ているものの（約 50%～63%）、私立大学は半数を満たないという結果となった（約 35%～42%）。

このことから、海外の大学に比べて日本の大学の方が上記の 3 つの取り組みを行っている大学が

少ない傾向にあり、重要と認識されていない大学が少なくないことがわかった。 

また、「学生向けの女性リーダー育成のカリキュラム・授業の開講を行っているか」、「無意識の

偏見について気づかせるための教職員研修あるいは授業の実施をしているか」、「図書館・資料室

等でのジェンダー関連図書の収集や展示を行っているか」の 3 項目においてもおおむね同様の傾

向がみられた（図 7、図 8、図 9）。具体的には、海外の大学は、約 50%~75%と半数以上の大学が

上記の取り組みを行っており、日本の大学と大きな違いがあることがわかった。また、日本の大

学では国立大学、私立大学の違いは小さく、上記の取り組みは広く浸透していないことがわかっ

た(約 15%～30%)。このことから、海外の大学では上記の 3 つの取り組みを半数以上の大学が行っ

ているが、日本の大学では国立大学、私立大学に関わらず積極的な取り組みが実施されていない

状況であるといえる。 

続いて、「学内・法人内への男女共同参画推進のための研究組織（ジェンダー研究センター等）

の設置」について、海外では半数の大学が男女共同参画推進のための研究組織を設置しているの

に対し（50%）、調査時点において、日本の大学では国立大学、私立大学に関わらず、男女共同参

画推進のための「研究組織」を設置している大学はないことがわかった（図 10）。 

また、「学生向けの男女共同参画関連科目（女性学・ジェンダー学など）の開講を行っているか」

については、海外の大学と日本の大学で同様の傾向が見られ、約 65%～70%と半数以上の大学が

男女共同参画関連科目の開講を行っていることがわかった（図 11）。 
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図 5 男女共同参画推進を掲げたシンポジウムの開催 
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2.3 女性研究者・教授の増加のために行った対策 

女性研究者・教授の増加のためにどのような対策が行われているのかについて、14 項目ごとに

集計を行った。その結果、女性研究者・教授の増加のために行った対策について、「女性の昇進・

昇給の促進」、「共同研究への参加促進」、「国内外留学の機会提供」、「学会におけるシンポジスト・

議長等の機会増加」、「女性に限定した賞の設立など受賞の機会増加」、「女性研究者ネットワーク

の形成」、「業績評価におけるライフイベント等の考慮」、「リーダー養成研修等の機会提供」の 8 項

目でおおむね同様の傾向がみられた（図 12、図 13、図 14、図 15、図 16、図 17、図 18、図 19）。

具体的には、海外では、約 37%～62%の大学が上記の対策を行っている一方で、日本では国立大

学、私立大学に関わらず対策を行っている大学は約 10%～20%であった。中でも、「国内外留学の

機会提供」においては、海外の大学（62.5%）と日本の大学（約 9%～11%）で大きな違いがみられ

た。このことから、海外の大学ではこれらの取り組みを半数近くの大学が行っているが、日本の

大学では国立大学、私立大学に関わらず積極的な取り組みが実施されていない状況であるといえ

る。 

また、「女性の役職・管理職への登用」、「学生・院生への情報提供」、「ハラスメント防止対策」

においてもおおむね同様の傾向がみられた（図 20、図 21、図 22）。具体的には海外の大学では、

約 75%～100%の大学が上記の対策を行っていることがわかった。一方で、日本の大学では国立大

学、私立大学に関わらず対策を行っている大学は約 30%～50%であった。このことから、海外の

大学の方が日本の大学よりも上記の対策を積極的に行っており、とりわけ海外の大学においては、

これらの対策が浸透していることが考えられる。 

一方で、海外の大学と日本の大学で大きな違いが見られなかった対策も明らかになった。「女性

教員の優先採用」、「学内研究費の増加」の 2 項目に関しては、いずれの所属大学も対策を行って

いる大学は横ばいであった（図 23、図 24）。具体的には、海外の大学、日本の大学に関わらず、

約 36%~45%の大学が「女性教員の優先採用」を行っており、約 10%～15%の大学が「学内研究費

の増加」を行っていることがわかった。 

 また、日本の大学の方が海外の大学よりも「教育・研究以外の業務負担軽減」の対策が行われ

ている傾向にあることがわかった（図 25）。日本の大学は、国立大学私立大学に関わらず約 30%

の大学が「教育・研究以外の業務負担軽減」を行っていることがわかった。一方で、海外の大学

は約 7%という結果であった。このことは、海外の大学に所属する研究者は、教育・研究以外の業

務負担が日本に比べてそもそも少ない可能性が考えられる。 
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図 12 女性の昇進・昇給の促進 
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図 13 共同研究への参加促進 
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図 15 学会におけるシンポジスト・議長等の機会増加 
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図 16 女性に限定した賞の設立など受賞の機会増加 

56.3%

33.3%

31.8%

31.3%

63.0%

63.6%

12.5%

3.7%

4.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

T.I.M.E. Members

n = 16

Japanese University

(Overall)

n = 27

Japanese University

（Private）

n = 22

Implemented Do not implement I don't know

図 18 業績評価におけるライフイベント等の考慮 図 19 リーダー養成研修等の機会提供 



14 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

75.0%

33.3%

31.8%

25.0%

63.0%

63.6%

3.7%

4.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

T.I.M.E. Members

n = 16

Japanese University

(Overall)

n = 27

Japanese University

（Private）

n = 22

Implemented Do not implement I don't know
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図 21 学生・院生への情報提供 
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図 22 ハラスメント防止対策 
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図 23 女性教員の優先採用 
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図 24 学内研究費の増加 
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図 25 教育・研究以外の業務負担軽減 
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2.4 採用時の積極的改善措置（ポジティブ・アクション） 

 教員・研究員の採用時に、女性に関する積極的改善措置（ポジティブ・アクション）を実施し

ているか、またその具体的な内容について、海外の大学と日本の大学での違いを比較するために、

それぞれの項目について集計を行った。その結果を以下に示す。 

2.4.1 教員・研究員の採用時の女性に関する積極的改善措置（ポジティブ・アクション）の実施 

教員・研究員の採用時に、女性に関する積極的改善措置（ポジティブ・アクション）を実施し

ているかについて，海外の大学は半数の大学が実施していることがわかった（図 26）。また、日本

の国立大学は約 38%、日本の私立大学は約 19%が実施していると回答した。このことから、海外

の大学に比べて日本の大学の方が積極的改善措置（ポジティブ・アクション）を実施している大

学が少ない傾向にあることがわかった。また、日本の国立大学、私立大学間では大きな違いはな

いものの、私立大学よりも国立大学の方が積極的改善措置（ポジティブ・アクション）を実施し

ている傾向にあることがわかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.2 教員・研究員の採用時の女性に関する積極的改善措置（ポジティブ・アクション）の内容 

教員・研究員の採用時に、女性に関する積極的改善措置（ポジティブ・アクション）の具体的

な内容について、5 項目について集計を行った。その結果を以下に示す。 

「採用時に、業績や能力が同等と認められる場合には、積極的に女性を採用している」につい

て、日本の大学は国立大学、私立大学に関わらず約 70%～75%の大学が取り組みを実施しており、

海外の大学（約 30%）よりも実施している大学の割合が高いことがわかった（図 27）。この点は、

すでに海外では研究者に占める女性の比率がほぼ半数近くであることから、積極的改善措置（ポ

ジティブ・アクション）を実施する必要性がないことが原因として考えられる。 

また、「特に女性比率が低い分野や部局について、女性限定採用または女性優先採用を実施して

いる」について、取り組みを行っている大学の割合は日本の私立大学が最も低い傾向にあるもの
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図 26 教員・研究員の採用時に、女性に関する積極的改善措置（ポジティブ・アクション）を 

実施しているか 
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の、海外の大学、日本の国立大学と大きな違いはみられなかった（図 28）。 

 所属大学に関わらず、積極的に実施されていない取り組みについて、「女性を採用する場合、配

偶者の採用にも配慮したシステム（帯同制度など）を整備している」、「本務を持たない女性非常

勤講師・研究員を積極的に常勤教員・研究員として採用している」、「女性を採用した部局等に対

して、何らかのインセンティブを付与している」の 3 項目でおおむね同様の傾向がみられた（図

29、図 30、図 31）。海外、日本のいずれも取組は 20％以下の低水準であるものの、帯同制度、女

性採用に対するインセンティブに関しては、私立大学の取組は皆無であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 27 採用時に、業績や能力が同等と認められる 

場合には、積極的に女性を採用 
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図 28 特に女性比率が低い分野や部局について、 

女性限定採用または女性優先採用を実施 

18.75%

1.79%

75.0%

98.21%

100%

6.25%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

T.I.M.E. Members

n = 16

Japanese University

(Overall)

n = 112

Japanese University

（Private）

n = 33

Yes No N/A

図 29 女性を採用する場合、配偶者の採用にも 

配慮したシステム（帯同制度など）を整備 
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図 30 本務を持たない女性非常勤講師・研究員を 

積極的に常勤教員・研究員として採用 
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図 31 女性を採用した部局等に対して、 

何らかのインセンティブを付与 
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2.5 昇進時の積極的改善措置（ポジティブ・アクション） 

教員・研究員の昇進時に、女性に関する積極的改善措置（ポジティブ・アクション）を実施し

ているか、またその具体的な内容について、海外の大学と日本の大学での違いを比較するために、

それぞれの項目について集計を行った。その結果を以下に示す。 

2.5.1 教員・研究員の昇進時の女性に関する積極的改善措置（ポジティブ・アクション）の実施 

教員・研究員の昇進時に、女性に関する積極的改善措置（ポジティブ・アクション）を実施し

ているかについて，所属大学に関わらず積極的改善措置（ポジティブ・アクション）を実施して

いる大学は約 10%～20%であったことから、非常に少ない傾向にあることがわかった（図 32）。こ

こでも、特に私立大学の実施が少ないことがわかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.2 教員・研究員の昇進時の女性に関する積極的改善措置（ポジティブ・アクション）の内容 

教員・研究員の昇進時に、女性に関する積極的改善措置（ポジティブ・アクション）の具体的

な内容について、5 項目について集計を行った。その結果を以下に示す。 

「昇進時に、業績や能力が同等と認められる場合には、積極的に女性を昇進している」について、

日本の大学は国立大学、私立大学に関わらず約 50%～65%の大学が取り組みを実施しており、海

外の大学（25%）よりも実施している大学の割合が高いことがわかった（図 33）。 

また、所属大学に関わらず、積極的に実施されていない取り組みについて、「特に女性比率が低

い分野や部局について、女性限定昇進を実施している」、「特に女性比率が低い分野や部局につい

て、女性優先昇進を実施している」、「女性を昇進させた部局等に対して、人件費ポイント制等に

おけるインセンティブを付与している」の 3 項目でおおむね同様の傾向がみられた（図 34、図 35、

図 36）。いずれの大学も約 0%～17%が上記の取り組みを実施していることがわかった。 

 さらに、「教員・研究員の業績評価に当たって、育児休業・介護休業期間を勤務時間として換算

するなどの配慮をしている」について、海外の大学では約 38%が取り組みを行っているのに対し

て、日本の大学は国立大学、私立大学に関わらず少数の大学（約 12%）が取り組みを行っている
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図 32 教員・研究員の昇進時に、女性に関する積極的改善措置（ポジティブ・アクション）を 

実施しているか 
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ことがわかった（図 37）。女性積極採用と同様に、ここでも昇進に関する女性へのポジティブ・ア

クションは海外ではあまり実施されていないことがわかった。やはり、前述の通り、すでにジェ

ンダーギャップが解消されている（されつつある）ことに起因するものと推察される。 
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図 33 昇進時に、業績や能力が同等と認められる場合

には、積極的に女性を昇進 
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図 34 特に女性比率が低い分野や部局について、 

女性限定昇進を実施 
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図 35  特に女性比率が低い分野や部局について、 

女性優先昇進を実施 

図 36  女性を昇進させた部局等に対して、 

人件費ポイント制等におけるインセンティブを付与 

 

図 37  教員・研究員の業績評価に当たって、育児休業・ 

介護休業期間を勤務時間として換算するなどの配慮 
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